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貸付申込書などの
掲載場所のご案内

一般貸付けは申込金額が90万円以下の場合は領収書などの添付書類は不要です。
ただし、クレジットカード払い、生活資金や借金の返済には、利用できません。
一般貸付け100万円以上、その他の貸付けの添付書類は、貸付申込説明書をご覧ください。

貸付申込受付日程▶
※ 令和６年３月末に  
退職予定の方の最終受付は、

　 第10回までです。

貸付の種類（用途） 貸付限度額 償還回数 貸付利率（※1）
一般貸付け

（さまざまな臨時の支出に）
車の購入、家電家具の購入、海外旅行費用、  
引越し費用、車や家の修理費用など 200万円 毎月120回以内

年利
1.32%

教育貸付け
（入学又は修学の資金に）

入学金、授業料、アパート代(1年分)、引越し
費用、通学定期代、教育ローンの借換えなど 550万円 毎月250回以内

住宅貸付け
（諸経費のみは不可）

新築、リフォーム費用など 1,800万円（※2）毎月360回以内

ボーナス20回以内

ボーナス41回以内

ボーナス60回以内
※1　令和５年10月現在の利率です。公立共済の貸付けは変動利率ですので、今後の金利情勢に伴い変動する可能性があります。
※2　組合員期間や例月給料により、貸付限度額（上限1,800万円）が異なります。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
を発行します。

発行
時期

2022年以前に貸付けを受けた方➡2023年10月中旬（年末調整用）

2023年に貸付けを受けた方 ➡2024年1月初旬（確定申告用）

※証明書は各所属所宛てに送付します。
、合場いないてれさ出提を書告報了完 ※  

証明書の発行はできません。
※特別控除の詳細については、居住地を所管する税務署にお尋ねください。

一般･教育･災害･医療･結婚･葬祭貸付け
受付日程及び申込手続について

①貸付申込書　
②借入状況等申告書
③貸付事業における個人情報に関する同意書
④借用証書
以上の４点をダウンロードして記入し、所属所長の
公印と給与取扱者印をもらい、添付書類と併せて
交換便などで貸付担当宛てに送付してください。

トップページの「資金をかりる際の手続き」をクリック

❶貸付申込書（記入例）

❷借入状況等申告書（記入例）

「貸付の受付日程及び手続」をクリック公立学校共済組合東京支部 検索

回 貸付申込受付期間 貸付決定日 貸付日
7 9月11日（月） ～ 10月10日（火） 11月6日（月） 11月10日（金）
8 10月11日（水） ～ 11月10日（金） 12月5日（火） 12月11日（月）
9 11月13日（月） ～ 12月 8 日（金） 令和6年1月9日（火） 令和6年1月12日（金）
10 12月11日（月） ～令和6年1月10日（水） 2月5日（月） 2月13日（火）
11 1月11日（木） ～  2月 9 日（金） 3月5日（火） 3月11日（月）
12 2月13日（火） ～  3月 8 日（金） 4月5日（金） 4月10日（水）

1 2

3

住宅借入金等特別控除を受けている方へ

　公立共済の貸付けの申込方法について、お知らせいたします。
　令和５年４月に新規採用された方もお申込みできます。臨時に資金が必要となった際には、公立共済の貸付けを
ぜひご検討ください。貸付申込説明書と申込様式は、公立学校共済組合東京支部ホームページからダウンロードで
きます。

貸付事業のご案内

令和５年度  貸付事業のご案内

子どもの私立中学授業料の後期分を１０月２７日（金）に支払いました。支払後でも貸付けは受けられますか？
また、前期分は４月２７日（木）に支払いをしておりますが、こちらも貸付けの対象となりますか？  

車を購入するため一般貸付けを申し込むことを検討しています。車の代金は３００万円ですが、
必要としている資金は９０万円です。この場合、添付書類の提出は必要ですか？

Q1

Q2

A1

A2

 &Q A

支払後に貸付けを申し込む場合、支払日から１か月以内に申し込む必要があります（※）。具体的には、領収書等の日付が、前回の
貸付申込受付期間の初日から今回の貸付申込期間の締切日であることが必要です。
第８回貸付けで申し込む場合(貸付申込受付期間：１０月１１日（水）～１１月１０日（金））は、９月１１日（月）～１１月１０日（金）までの日付
の領収書が必要となります。そのため、後期分の授業料については、教育貸付けを受けることができますが、４月に支払済みの前
期分については、貸付けの対象にはなりません。
※住宅関連等、一部の貸付けは、貸付日までに支払済の金額については、貸付けの対象とはなりません。

一般貸付けを申し込む際の添付書類は、申込額が１００万円以上の場合にのみ必要となります。そのため、車の代金が１００万円
以上であっても、申込額が９０万円であれば添付書類は不要です。
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